


　まちの将来像の実現に向けて、本計画において、総合的かつ効率的・効果的に

推進すべき重要な施策を３大重点プロジェクトと設定し、まちづくりに取り組む

こととします。

　町内に働く場を確保し、雇用の創出に係る施策を「雇用の創出」推進プロジェ

クトと位置付け、地域資源を活かした新たな産業の創出を目指します。

　◆地域の特性を生かした農林漁業の確立　

　◆地域の資源を生かした新産業の創出・育成　

　◆地域の資源を生かした特産品の開発・販売促進　

　◆循環型社会の構築の推進　

　結婚し安心して子育てが出来る環境整備に係る施策を「結婚・出産・子育て」

推進プロジェクトと位置付け、複数の子どもを産み、育てられる希望を叶えるこ

とを目指します。

　◆成婚につながる活動の促進

　◆子育て支援の充実

　◆郷土愛の醸成・基礎学力の向上

　定住や町外からの移住の促進、交流人口の増加に係る施策を「新しい人の流れ

創出」推進プロジェクトと位置付け、人口減少の歯止めを目指します。

　◆宅地分譲・空き家等の利活用の推進

　◆産学官連携の促進

　◆観光資源の保護・利活用の推進
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まちづくりの３大重点プロジェクト


